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木
佐

茂
男

教
授

著
作
目
録

著
書

『
地
方
自
治
法
の
論
点
』

共
著
）

有
斐
閣

一
九
八
二
年

『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
｜
西
ド
イ
ツ
司
法
改
革
に
学
ぶ
』

単
著
）

日
本
評
論
社

一
九
九
〇
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
』

共
著
）

日
本
評
論
社

一
九
九
二
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
二
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

一
九
九
四
年

『
ド
イ
ツ
の
自
治
体
連
合
組
織
』

単
著
）

北
海
道
市
町
村
振
興
協
会

一
九
九
五
年

『
環
境
行
政
判
例
の
総
合
的
研
究
』

共
編
）

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

一
九
九
五
年

『
自
治
体
法
務
と
は
何
か
』

単
著
）

北
海
道
町
村
会

一
九
九
六
年

『
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
｜
ド
イ
ツ
を
歩
い
て
考
え
る
』

単
著
）

日
本
評
論
社

一
九
九
六
年

『
分
権
改
革
の
法
制
度
設
計
｜
二
つ
の
勧
告
の
法
制
度
設
計
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
』

単
著
）

地
方
自
治
総
合
研
究
所

一
九
九
七
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
三
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

一
九
九
七
年

『
地
方
自
治
の
世
界
的
潮
流
｜
二
〇
カ
国
か
ら
の
報
告
（
上
）

下
）』

監
修
）

信
山
社

一
九
九
七
年

『
自
治
体
法
務
入
門
』

編
著
）

ぎ
ょ
う
せ
い

一
九
九
八
年

『
自
治
立
法
の
理
論
と
手
法
』

編
著
）

ぎ
ょ
う
せ
い

一
九
九
八
年

『
自
由
の
な
い
日
本
の
裁
判
官
｜
寺
西
裁
判
官
懲
戒
事
件
で
何
が
問
わ
れ
た
か
』

共
編
）

日
本
評
論
社

一
九
九
八
年
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『
地
方
分
権
の
本
流
へ
｜
現
場
か
ら
の
法
と
政
策
』

共
編
）

日
本
評
論
社

一
九
九
九
年

『
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
だ
れ
に
責
任
が
あ
る
の
か
｜
討
論
「
自
治
体
政
策

法
務
Ｖ
Ｓ.

市
民
オ
ン
ブ
ズ
」

』

共
編
）

公
人
社

一
九
九
九
年

『
市
民
と
し
て
の
裁
判
官
｜
記
録
映
画
「
日
独
裁
判
官
物
語
」
を
読
む
』

監
修
）

日
本
評
論
社

一
九
九
九
年

『
自
治
体
法
務
入
門
〔
第
二
版
〕
』

編
著
）

ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
〇
〇
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
四
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
〇
年

『
地
方
分
権
改
革
』

共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
〇
〇
年

『
地
方
分
権
と
司
法
分
権
』

編
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
一
年

『

ま
ち
づ
く
り
権
」
へ
の
挑
戦
｜
日
田
市
場
外
車
券
売
場
訴
訟
を
追
う
』

編
著
）

信
山
社

二
〇
〇
二
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
四
版
第
四
刷
増
補
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
二
年

『In
tern

a
tio
n
a
lisieru

n
g v

o
n S

ta
a
t u
n
d V

erfa
ssu

n
g im

 
S
p
ieg
el d

es d
eu
tsch

en u
n
d

 
ja
p
a
n
isch

en S
ta
a
ts

u
n
d V

erw
a
ltu
n
g
srech

ts

』

共
編
）

D
u
n
ck
er
&
H
u
m
b
lo
t

二
〇
〇
二
年

『
自
治
体
の
創
造
と
市
町
村
合
併
｜
合
併
論
議
の
流
れ
を
変
え
る
七
つ
の
提
言
』

監
修
）

第
一
法
規

二
〇
〇
三
年

『
分
権
の
光

集
権
の
影
｜
続
・
地
方
分
権
の
本
流
へ
』

共
編
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年

『
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
の
憲
法
｜
ニ
セ
コ
町
の
挑
戦
』

共
編
）

日
本
経
済
評
論
社

二
〇
〇
三
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
自
治
体
法
務
』

共
著
）

ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
〇
四
年

『
自
治
体
法
務
入
門
〔
第
三
版
〕』

共
編
）

ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
〇
六
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
五
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
九
年

44



『
自
治
基
本
条
例
は
活
き
て
い
る
か
⁉
｜
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
一
〇
年
』

共
編
）

公
人
の
友
社

二
〇
一
二
年

『
自
治
体
法
務
入
門
〔
第
四
版
〕』

共
編
）

ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
一
二
年

『
地
方
自
治
制
度
〞
再
編
論
議
〝
の
深
層
｜
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
分
析
す
る
』

監
修
）

公
人
の
友
社

二
〇
一
二
年

『
国
際
比
較
の
中
の
地
方
自
治
と
法
』

単
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
一
五
年

『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
現
代
司
法
〔
第
六
版
〕』

共
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
一
五
年

『
分
権
危
惧
論
の
検
証
｜
教
育
・
都
市
計
画
・
福
祉
を
題
材
に
し
て
』

共
編
著
）

公
人
の
友
社

二
〇
一
五
年

『
地
方
自
治
の
基
礎
概
念
｜
住
民
・
住
所
・
自
治
体
を
ど
う
と
ら
え
る
か
』

共
編
著
）

公
人
の
友
社

二
〇
一
五
年

論
文

「
プ
ロ
イ
セ
ン＝

ド
イ
ツ
地
方
自
治
法
理
論
研
究
序
説
｜
「
地
方
警
察
」
権
の
分
析
を
中
心
と
し
た
国
家
と
ゲ

マ
イ
ン
デ
の
関
係
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」

自
治
研
究
五
四
巻
七
号
〜
一
〇
号
）

一
九
七
八
年

「
住
民
訴
訟
の
対
象
」

民
商
法
雑
誌
八
二
巻
六
号
）

一
九
八
〇
年

「
地
方
自
治
と
福
祉
行
政
（
第
二
章
）」

『
福
祉
行
政
・
公
有
財
産
条
例
（
条
例
研
究
叢
書
八
）』

高
田
敏
編
）
学
陽
書
房

一
九
八
一
年

「
住
民
訴
訟
の
展
開
の
二
つ
の
途
に
つ
い
て
」

法
と
民
主
主
義
一
七
五
号
）

一
九
八
三
年

「
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
」

『
現
代
行
政
法
大
系
８
・
地
方
自
治
』

雄
川
一
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

一
九
八
四
年

「
保
育
所
か
ら
み
た
給
付
行
政
の
法
律
問
題
」

公
法
研
究
四
六
号
）

一
九
八
四
年
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「
開
か
れ
た
親
切
な
裁
判
所
と
行
動
す
る
裁
判
官
｜
最
近
の
西
ド
イ
ツ
司
法
事
情
（
一
）
〜
（
二
〇
・
完
）」

（
判
例
時
報
一
二
六
四
号
〜
一
二
九
三
号
）

一
九
八
八
〜
一
九
八
九
年

「
わ
が
国
の
民
事
・
行
政
訴
訟
を
考
え
る
｜
西
ド
イ
ツ
の
制
度
・
実
務
と
比
較
し
て
」

（
自
由
と
正
義
四
〇
巻
八
号
）

一
九
八
九
年

「H
u
n
d
ert Ja

h
re k

o
m
m
u
n
a
le S

elb
stv
erw

a
ltu
n
g in Ja

p
a
n

」

F
.-L
.K
n
em
ey
er

と
共
著
）

D
ie Ö

ffen
tlich

e V
erw

a
ltu
n
g

一
九
九
〇
年

「
裁
判
官
の
専
門
性
と
独
立
性
｜
西
ド
イ
ツ
の
実
務
と
比
較
し
て
（
一
）」

北
大
法
学
論
集
四
〇
巻
五
・
六
号
）

一
九
九
〇
年

「
行
政
訴
訟
と
裁
判
官
」

公
法
研
究
五
二
号
）

一
九
九
〇
年

「
も
う
ひ
と
つ
の
地
方
自
治
改
革
｜
民
主
主
義
を
強
化
す
る
西
ド
イ
ツ
地
方
自
治
」

（
都
市
問
題
研
究
四
二
巻
一
〇
号
）

一
九
九
〇
年

「
住
民
訴
訟
」

『
講
座
・
行
政
救
済
法
１
』

杉
村
敏
正
編
）
有
斐
閣

一
九
九
〇
年

「
地
方
自
治
行
政
論
」

『
現
代
国
家
の
公
共
性
分
析
』

室
井
力
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

一
九
九
〇
年

「
訟
務
制
度
に
み
る
公
共
性
と
法
治
主
義
（
一
）

二
・
完
）」

（
北
大
法
学
論
集
四
一
巻
五
・
六
号
、
四
二
巻
一
号
）

一
九
九
一
年

「L
o
ca
l G

o
v
ern

m
en
t in Ja

p
a
n

」

『L
o
ca
l G

o
v
ern

m
en
t a
n
d U

rb
a
n A

ffa
irs in In

tern
a
tio
n
a
l P
ersp

ectiv
e

』

Jo
a
ch
im
 
Jen

s H
esse

編
）N

o
m
o
s

一
九
九
一
年

「
自
治
体
で
行
政
法
は
ど
う
活
き
て
い
る
か
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
巻
一
一
号
）

一
九
九
二
年
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「
行
政
争
訟
の
現
状
と
改
革
の
方
向
」

自
由
と
正
義
四
五
巻
六
号
）

一
九
九
四
年

「
連
邦
制
と
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
法
制
度
と
実
務
の
比
較
考
察
」

公
法
研
究
五
六
号
）

一
九
九
四
年

「
台
湾
に
お
け
る
行
政
争
訟
制
度
の
改
革
｜
不
服
審
査
、
行
政
訴
訟
、
行
政
裁
判
所
組
織
」

（
共
著
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
一
号
）

一
九
九
五
年

「
東
欧
の
憲
法
に
見
る
地
方
自
治
」

『
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
変
動
そ
の
社
会
・
政
治
的
諸
局
面
（
平
成
七
年
度
冬
期
研
究
報
告
会
報
告

集
）』

北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
）

一
九
九
六
年

「
住
民
訴
訟
を
中
心
と
す
る
行
政
争
訟
の
諸
問
題
」

『
日
弁
連
研
修
叢
書

現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題

平
成
七
年
版

』日
本
弁
護
士
連
合
会
編
）
第
一
法
規

一
九
九
六
年

「
市
民
か
ら
の
法
｜
「
自
治
基
本
法
」
に
向
け
て
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
巻
四
号
）

一
九
九
七
年

「
地
方
自
治
を
保
障
す
る
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
巻
六
号
）

一
九
九
七
年

「
裁
判
官
の
市
民
的
自
由
は
な
ぜ
重
要
な
の
か
｜
寺
西
判
事
補
分
限
裁
判
の
意
味
」

世
界
六
五
二
号
）

一
九
九
八
年

「
日
本
に
お
け
る
地
方
分
権
の
理
念
と
到
達
点
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
一
号
）

一
九
九
九
年

「
国
・
自
治
体
紛
争
の
司
法
統
制
」

『
地
方
分
権
の
本
流
へ
｜
現
場
か
ら
の
政
策
と
法
』

木
佐
茂
男
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

一
九
九
九
年

「
規
制
緩
和
・
地
方
分
権
と
司
法
改
革
の
間
｜
行
政
統
制
と
裁
判
官
へ
の
関
心
か
ら
」

法
社
会
学
五
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
裁
判
官
独
立
論
の
も
う
一
つ
の
処
方
せ
ん
」

月
刊
司
法
改
革
九
号
）

二
〇
〇
〇
年
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「
キ
ャ
リ
ア
裁
判
官
制
度
転
換
の
機
は
熟
し
て
い
る
｜
法
曹
一
元
と
裁
判
官
問
題
」

月
刊
司
法
改
革
一
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
行
政
訴
訟
の
大
転
換
」

共
著
、
月
刊
司
法
改
革
一
九
号
）

二
〇
〇
一
年

「
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
と
訴
訟
の
担
い
手
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
八
号
）

二
〇
〇
二
年

「G
ru
n
d
leg
en
d
e R

efo
rm
 
d
es o

rtlich
en S

elb
stv
erw

a
ltu
n
g
srech

ts in Ja
p
a
n

」

『In
tern

a
tio
n
a
lisieru

n
g v

o
n S

ta
a
t u
n
d V

erfa
ssu

n
g im

 
S
p
ieg
el d

es d
eu
tsch

en u
n
d

 
ja
p
a
n
isch

en S
ta
a
ts-

u
n
d V

erw
a
ltu
n
g
srech

ts

』

R
a
in
er P

itsch
a
s

、
木
佐
茂
男
編
）

D
u
n
ck
er
&
H
u
m
b
lo
t

二
〇
〇
二
年

「
地
方
自
治
基
本
法
」

『
自
治
体
の
構
想
一

課
題
』

松
下
圭
一
ほ
か
編
）
岩
波
書
店

二
〇
〇
二
年

「
日
本
に
お
け
る
環
境
法
と
自
治
体
」『
世
界
化
時
代
に
お
け
る
主
要
国
家
の
環
境
政
策
と
当
面
す
る
課
題

（
二
〇
〇
二
年
韓
国
環
境
法
学
会
国
際
学
術
大
会
記
録
集
）』

韓
国
環
境
法
学
会
）

二
〇
〇
二
年

「
自
治
基
本
条
例
の
論
点
と
到
達
点
」

『
自
治
基
本
条
例
・
参
加
条
例
の
考
え
方
・
作
り
方
』
公
職
研

二
〇
〇
二
年

「
国
・
自
治
体
間
紛
争
の
法
的
解
決
」

『
分
権
の
光

集
権
の
影
』

木
佐
茂
男
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年

「
電
子
自
治
体
化
で
合
併
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
補
完
す
る
」

『
自
治
体
の
創
造
と
市
町
村
合
併
』

木
佐
茂
男
監
修
）
第
一
法
規

二
〇
〇
三
年

「
な
ぜ
、
自
治
体
は
国
と
争
っ
た
の
か
｜
過
去
を
検
証
し
、
分
権
時
代
の
「
法
的
対
話
」
を
考
察
す
る
」

（
地
域
政
策
九
号
）

二
〇
〇
三
年

「
地
方
議
会
の
現
状
と
活
性
化
の
方
策
」

『
分
権
の
光

集
権
の
影
』

木
佐
茂
男
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年

「
地
域
に
お
け
る
司
法
機
能
充
実
策
を
考
え
る
」

行
政
苦
情
救
済
＆
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
一
五
号
）

二
〇
〇
四
年
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「
政
策
評
価
の
意
義
と
課
題
」

『
行
政
法
の
争
点
（
第
三
版
）』

小
早
川
光
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

二
〇
〇
四
年

「
全
国
裁
判
官
懇
話
会
が
果
た
し
た
役
割
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
｜
全
体
会
の
記
録
を
読
ん
で
」

『
自
立
す
る
葦
』

全
国
裁
判
官
懇
話
会
全
記
録
刊
行
委
員
会
編
）
判
例
時
報
社

二
〇
〇
五
年

「
地
方
自
治
法
制
の
変
動
と
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
の
あ
り
方
」

都
市
問
題
調
査
報
（
札
幌
市
）
二
七
号
）

二
〇
〇
五
年

「

小
さ
な
自
治
体
」
の
可
能
性
｜
い
く
つ
か
の
国
の
現
実
か
ら
」

地
域
政
策
（
三
重
県
）
一
四
号
）

二
〇
〇
五
年

「D
ezen

tra
lisieru

n
g u

n
d k

o
m
m
u
n
a
le S

elb
stv
erw

a
ltu
n
g in Ja

p
a
n

」

『G
lo
b
a
lisieru

n
g a

ls H
era

u
sfo
rd
eru

n
g fu

r d
ie V

erw
a
ltu
n
g
,
S
p
ey
erer A

rb
eitsh

eft N
r.

171

』

R
a
in
er P

itsch
a
s

編
）

二
〇
〇
五
年

「D
er V

erw
a
ltu
n
g
sp
ro
zess u

n
d d

ie Z
u
k
u
n
ft d

es R
ech

tssta
a
tes in Ja

p
a
n

」

『M
ed
ia
tio
n in d

er V
erw

a
ltu
n
g
sg
erich

tsb
a
rk
eit

』

R
a
in
er P

itsch
a
s,
H
a
ra
ld W

a
lth
er

編
）V

erw
a
ltu
n
g
sh
o
ch
sch

u
le S

p
ey
er

二
〇
〇
五
年

「
日
本
の
司
法
改
革
の
成
果
と
課
題
」

『
市
民
の
司
法
を
め
ざ
し
て
（
宮
本
康
昭
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』

本
林
徹
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
六
年

「
人
材
養
成
か
ら
見
た
公
法
学
教
育
の
課
題
」

公
法
研
究
六
八
号
）

二
〇
〇
六
年

「
行
政
不
服
審
査
法
改
正
に
当
た
っ
て
の
課
題
小
論
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
四
号
）

二
〇
〇
六
年

「
中
小
自
治
体
の
現
状
と
課
題
」

地
域
政
策
（
三
重
県
）
二
〇
号
）

二
〇
〇
六
年

「
市
町
村
合
併
と
議
会
の
役
割
」

地
方
議
会
人
三
七
巻
九
号
）

二
〇
〇
七
年

「
日
本
住
民
訴
訟
制
度
的
現
状
及
課
題
｜
対
中
国
村
民
自
治
等
基
層
群
衆
性
自
治
的
啓
示
」

共
著
）

（
山
東
大
学
法
律
評
論
第
四
輯
）

二
〇
〇
七
年
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「
日
本
司
法
体
系
中
的
行
政
訴
訟
制
度
改
革
」

賀
秀
風
・
張
栄
紅
訳
）

（
山
東
大
学
法
律
評
論
第
四
輯
）

二
〇
〇
七
年

「
失
念
国
家
に
お
け
る
地
方
自
治
法
改
正
の
方
向
」

地
方
自
治
職
員
研
修
四
〇
巻
一
二
号
）

二
〇
〇
七
年

「
日
本
に
お
け
る
行
政
不
服
審
査
法
改
正
の
成
果
と
残
さ
れ
た
課
題
」

『
東
亜
行
政
法
學
會
第
八
回
國
際
學
術
大
会
論
文
集
（
第
八
回
東
ア
ジ
ア
行
政
法
学
会
論
文
集
）』

台
湾
行
政
法
學
會
・
東
亜
行
政
法
學
會
）

二
〇
〇
八
年

「
日
本
地
方
公
務
員
的
法
治
教
育
」

楊
素

）

（
人
事
月
刊
（
台
湾
）
四
八
巻
二
号
）

二
〇
〇
九
年

「
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
と
課
題
｜
道
州
制
論
を
中
心
に
」

（
東
亞
法
學
（
韓
国
・
東
亜
大
学
法
学
研
究
所
）
四
六
号
）

二
〇
一
〇
年

「

地
域
主
権

改
革
の
出
自
と
行
方
」

地
方
自
治
法
研
究
（
韓
国
地
方
自
治
法
学
会
）
一
〇
巻
四
号
）

二
〇
一
〇
年

「
公
害
防
止
協
定
的
行
政
法
分
析
」

上
海
政
法
学
院
学
報
・
法
治
論
叢
二
八
巻
四
号
）

二
〇
一
三
年

「
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
教
員
と
弁
護
士
実
務
」

東
亞
法
學
（
韓
国
・
東
亜
大
学
法
学
研
究
所
）
六
〇
号
）

二
〇
一
三
年

「
杉
村
先
生
の
地
方
自
治
論
」

『
杉
村
敏
正
先
生
の
人
と
学
問
』

杉
村
先
生
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
）
有
斐
閣

二
〇
一
四
年

「
行
政
法
学
の
基
本
原
則
と
地
方
自
治
の
法
理
｜
杉
村
敏
正
先
生
の
立
論
を
手
が
か
り
と
し
て
」

（
法
政
研
究
八
一
巻
四
号
）

二
〇
一
五
年

教
科
書
分
担
執
筆
、
判
例
批
評
、
法
令
解
説
、
書
評
等

「
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
」

『
地
方
自
治
法
』

高
田
敏
ほ
か
編
）
青
林
書
院
新
社

一
九
七
六
年
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「
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
二
〜
二
五
二
条
の
一
六
の

注
釈

」

『
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
地
方
自
治
法
』

室
井
力
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

一
九
七
八
年

「
重
要
判
例
紹
介
「
地
方
自
治
」
｜
地
方
自
治
に
関
す
る
八
八
判
例
の
紹
介
」

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
総
合
特
集
・
現
代
地
方
自
治
』
日
本
評
論
社

一
九
七
九
年

「
地
財
再
建
法
二
四
条
二
項
の
禁
止
す
る
寄
付
金
の
支
出
と
住
民
訴
訟
」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
』
有
斐
閣

一
九
八
一
年

「
保
育
所
建
設
に
関
す
る
国
庫
負
担
金
と
補
助
金
適
正
化
法
（
摂
津
訴
訟
）」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
』
有
斐
閣

一
九
八
一
年

「
地
方
公
共
団
体
」

『
現
代
行
政
法
入
門
（
二
）』

室
井
力
編
）
法
律
文
化
社

一
九
八
一
年

「

判
例
紹
介
）
原
告
の
死
亡
と
住
民
訴
訟
の
終
了
」

民
商
法
雑
誌
八
三
巻
五
号
）

一
九
八
一
年

「
訴
訟
形
式
に
よ
る
規
範
統
制
」

『
行
政
法
と
現
代
社
会
』

村
上
義
弘
ほ
か
編
）
嵯
峨
野
書
院

一
九
八
二
年

「
住
民
訴
訟
」

『
地
方
自
治
を
学
ぶ
』

下
山
瑛
二
ほ
か
編
）
有
斐
閣

一
九
八
二
年

「
摂
津
訴
訟
」

『
判
例
辞
典
』

中
川
淳
編
集
代
表
）
六
法
出
版
社

一
九
八
三
年

「
砂
川
職
務
執
行
命
令
訴
訟
」

『
判
例
辞
典
』

中
川
淳
編
集
代
表
）
六
法
出
版
社

一
九
八
三
年

「
選
挙
訴
訟
と
抗
告
訴
訟
」

自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
二
巻
四
号
）

一
九
八
三
年

「

判
例
批
評
）
県
の
支
出
し
た
ヘ
ド
ロ
浚
渫
費
と
住
民
の
損
害
賠
償
代
位
請
求
」

民
商
法
雑
誌
八
八
巻
四
号
）

一
九
八
三
年

「
畜
犬
取
締
及
び
野
犬
掃
と
う
統
制
条
例

北
海
道

」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
〔
条
例
百
選
〕』
有
斐
閣

一
九
八
三
年

「
行
政
事
件
訴
訟
法
五
条
、
六
条
、
四
二
条
、
四
三
条
の

注
釈

」

『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

特
別
法

行
政
事
件
訴
訟
法
』

山
村
恒
年
ほ
か
編
）
三
省
堂

一
九
八
四
年

51



「
地
方
公
共
団
体
」

『
新
版
現
代
行
政
法
入
門
（
二
）』

室
井
力
編
）
法
律
文
化
社

一
九
八
四
年

「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
個
人
訴
訟
の
弁
護
士
費
用
と
公
金
の
支
出
」

民
商
法
雑
誌
九
一
巻
四
号
）

一
九
八
五
年

「

判
例
批
評
）
埼
玉
県
行
政
情
報
公
開
条
例
事
件
判
決
」

判
例
時
報
一
一
三
九
号
）

一
九
八
五
年

「
分
限
処
分
」

『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
行
政
法
（
新
版
）』

市
原
昌
三
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

一
九
八
五
年

「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
（
二
）」

『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
行
政
法
（
新
版
）』

市
原
昌
三
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

一
九
八
五
年

「
地
方
自
治
（
徳
島
市
公
安
条
例
最
高
裁
判
決
の
批
評
）」

『
法
学
入
門
』

平
場
安
治
編
）
青
林
書
院

一
九
八
五
年

「
摂
津
訴
訟
（
控
訴
審
）」

『
判
例
辞
典
〔
増
補
版
〕』

中
川
淳
編
集
代
表
）
六
法
出
版
社

一
九
八
六
年

「
判
例
評
釈
（
最
判
昭
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
時
一
二
二
八
号
六
六
頁
掲
載
住
民
訴
訟
事
件
）」

（
判
例
時
報
一
二
四
七
号
）

一
九
八
七
年

「
ペ
ー
タ
ー
・
バ
ド
ゥ
ラ
（
共
訳
）「
生
命
・
健
康
・
財
産
に
対
す
る
国
の
基
本
権
保
護
義
務
と
利
害
関
係
人
の

防
御
請
求
権
」」

自
治
研
究
六
四
巻
六
号
）

一
九
八
八
年

演
習
（
全
一
二
回
）」

法
学
教
室
八
七
号
〜
一
〇
二
号
）

一
九
八
七
年
〜
一
九
八
九
年

「
質
問
箱
・
回
答
」

（
法
学
教
室
九
五
号
）

一
九
九
八
年

「
翻
訳
と
解
説：

Ｆ＝

Ｌ
・
ク
ネ
ー
マ
イ
ヤ
ー
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
と
地
方
自
治
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治

憲
章
（
Ｅ
Ｋ
Ｃ
）」」

自
治
研
究
六
五
巻
四
号
）

一
九
八
九
年

「
起
業
地
外
の
土
地
収
用
の
違
法
と
事
情
判
決
」

『
街
づ
く
り
・
国
づ
く
り
判
例
百
選
』
有
斐
閣

一
九
八
九
年

「
西
ド
イ
ツ
司
法
界
に
お
け
る
ナ
チ
ス
司
法
犠
牲
者
追
悼
碑
建
立
に
つ
い
て
｜
裁
判
官
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
連
邦

司
法
大
臣
の
挨
拶
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
〇
号
）

一
九
八
九
年
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「
西
ド
イ
ツ
の
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
読
書
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」

共
著
）

（
判
例
時
報
一
三
二
三
号
）

一
九
八
九
年

「
裁
判
官
に
人
間
的
な
心
を
」

（
京
都
新
聞
一
九
八
九
年
九
月
一
四
日
・
夕
刊
）

一
九
八
九
年

「

書
評
）P

a
u
l K

ev
en
h
o
rster

/
H
erb

ert U
p
p
en
d
a
h
l,
G
em
ein
d
ed
em
o
k
ra
tie in G

efa
h
r?

Z
en
tra
lisieru

n
g u

n
d D

ezen
tra
lisieru

n
g a

ls H
era

u
sfo
rd
eru

n
g
en lo

k
a
ler D

em
o
k
ra
tie in

 
Ja
p
a
n u

n
d d

er B
u
n
d
esrep

u
b
lik D

eu
tsch

la
n
d
.
B
a
d
en
-B
a
d
en

(N
o
m
o
s)
1987,

340s.

」

A
rch

iv d
es o

ffen
tlich

en R
ech

ts

一
九
九
〇
年

「
司
法
改
革
の
道
」

（
サ
ン
デ
ー
毎
日
一
九
九
〇
年
一
一
月
二
五
日
号
）

一
九
九
〇
年

「
政
策
法
務
と
自
治
体
」

自
治
体
学
研
究
四
七
号
）

一
九
九
〇
年

翻
訳：

西
ド
イ
ツ
社
会
裁
判
所
法
（
上
）

下
）」

共
訳
）

北
大
法
学
論
集
四
一
巻
一
号
、
四
号
）
一
九
九
〇
〜
一
九
九
一
年

「

判
例
紹
介
）
い
わ
ゆ
る
武
蔵
野
市
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
費
用
公
費
負
担
住
民
訴
訟
事
件

上
告
審
判
決
」

民
商
法
雑
誌
一
〇
三
巻
四
号
）

一
九
九
一
年

「
紹
介：

ヴ
ァ
サ
ー
マ
ン
「
開
か
れ
た
親
切
な
裁
判
所
と
行
動
す
る
裁
判
官
｜
｜
内
か
ら
の
司
法
改
革
の
総

括
」」

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
三
号
）

一
九
九
一
年

「
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
行
政
大
学
院
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
」

『D
ie Z

u
k
u
n
ft d

er k
o
m
m
u
n
a
len S

elb
stv
erw

a
ltu
n
g
,
S
ch
riften

reih
e d

er H
o
ch
sch

u
le

 
S
p
ey
er B

d
.
107

』

B
lu
em
el

╱H
ill

編
）D

u
n
k
er
&
H
u
m
b
lo
t

一
九
九
一
年

「
行
政
ス
タ
イ
ル
に
も
国
際
化

」

ほ
っ
か
い
ど
う
政
策
研
究
創
刊
号
）

一
九
九
一
年

「
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
（
韓
国
語
訳
）」

自
治
研
究
（
韓
国
地
方
自
治
研
究
所
）
一
巻
二
号
）

一
九
九
一
年
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「
こ
こ
が
違
う
…
日
本
と
ド
イ
ツ
」

『
東
京
地
裁
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
』

東
京
地
裁
探
検
隊
＆
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ズ
）
公
人
社

一
九
九
一
年

「
紹
介：

朝
日
新
聞
「
孤
高
の
王
国
」
取
材
班
『
孤
高
の
王
国
』」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
巻
一
〇
号
）

一
九
九
一
年

「
地
方
自
治
法
第
七
四
条
の

注
釈

」

『
注
釈
地
方
自
治
法
』

山
内
一
夫
ほ
か
編
）
第
一
法
規
（
以
降
、
毎
年
改
訂
）

一
九
九
二
年

「
日
本
の
地
方
自
治
制
度
の
課
題
と
展
望
（
韓
国
語
訳
）」

（
自
治
研
究
（
韓
国
地
方
自
治
研
究
所
）
二
巻
三
・
四
号
）

一
九
九
二
年

「
司
法
改
革
が
根
づ
く
条
件
は
…
」

法
と
民
主
主
義
二
六
四
号
）

一
九
九
二
年

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事
に
聞
く

ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
訴
訟
と
憲
法
訴
訟
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」

（
共
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

法
律
時
報
六
四
巻
三
号
〜
六
四
巻
五
号
）

一
九
九
二
年

「
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
二
〜
二
五
二
条
の
一
六
の

注
釈

」

『
別
冊
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
地
方
自
治
法
﹇
新
版
﹈』

室
井
力
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

一
九
九
二
年

「﹇
郷
土
と
法
律
家：

梅
謙
次
郎
﹈
夕
陽
の
湖
岸
に
立
っ
て
」

法
学
教
室
一
四
六
号
）

一
九
九
二
年

「

判
例
批
評
）
専
決
制
度
に
お
け
る
管
理
者
と
補
助
職
員
の
住
民
訴
訟
上
の
責
任
」

（
民
商
法
雑
誌
一
〇
七
巻
四
・
五
号
）

一
九
九
三
年

「
翻
訳：

キ
ュ
ー
リ
ン
ク

民
主
的
法
治
国
家
に
お
け
る
司
法
と
裁
判
官

」

『
市
民
と
歩
む
裁
判
官
｜
ド
イ
ツ
と
日
本
の
司
法
改
革
』

札
幌
弁
護
士
会
編
）
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

一
九
九
三
年

「
自
治
体
法
務
の
現
場
か
ら
」

札
幌
地
方
自
治
法
研
究
会
（
代
表：

木
佐
茂
男
））判

例
地
方
自
治
一
〇
五
号
）

一
九
九
三
年
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「
工
作
物
使
用
禁
止
命
令
と
事
前
手
続
（
最
大
判
平
成
四
年
七
月
一
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
）」

『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
三
版
）』
有
斐
閣

一
九
九
三
年

「
翻
訳：

ヴ
ィ
リ
・
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
公
務
員
の
養
成
・
研
修
の
現
状
と
諸
問

題

」

自
治
研
究
六
九
巻
五
号
）

一
九
九
三
年

「
保
育
所
建
設
に
関
す
る
国
庫
負
担
金
と
補
助
金
適
正
化
法
（
摂
津
訴
訟
）」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
二
版
）』
有
斐
閣

一
九
九
三
年

「
自
治
資
料
紹
介：

国
際
比
較
か
ら
見
た
地
方
自
治
と
都
市
問
題
｜
先
進
二
〇
カ
国
の
分
析
｜
Ⅰ
」

（
地
方
自
治
職
員
研
修
二
七
巻
九
号
）

一
九
九
四
年

「
行
政
法
関
係
の
四
二
項
目
の
新
規
執
筆
」

『
法
律
学
小
辞
典
〔
新
版
〕』

金
子
宏
ほ
か
編
集
代
表
）
有
斐
閣

一
九
九
四
年

「
論
壇

分
権
論
議
は
国
際
動
向
見
据
え
て
」

（
朝
日
新
聞
一
九
九
四
年
七
月
九
日
付
け
朝
刊
）

一
九
九
四
年

「
参
考
人
発
言
」

一
九
九
四
年
一
一
月
三
〇
日

衆
議
院
地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

第
一
三
一
回
国
会
・
衆
議
院
地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
三
号

一
九
九
四
年

「
世
界
の
地
方
分
権
制
度
」

『
論

地
方
分
権
』

島
根
自
治
体
学
会
編
）
島
根
自
治
体
学
会

一
九
九
四
年

「
日
本

訟
實
務
現
況
與
改
革
方
向
」

林
素
鳳
訳
）

（
植
根
雑
誌
一
一
巻
二
号
）

一
九
九
五
年

「
自
治
体
法
務
と
は
」

総
研
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
神
奈
川
県
自
治
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
）
五
九
号
）

一
九
九
五
年

「
地
方
自
治
」

『
現
代
行
政
法
入
門
（
二
）

第
四
版
）』

室
井
力
編
）
法
律
文
化
社

一
九
九
五
年

「
町
村
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
｜
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
の
自
治
体
連
合
組
織
を
訪
ね
て
」

（
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
一
四
号
）

一
九
九
五
年

55



「
自
治
体
法
務
の
課
題
」

地
方
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
七
巻
八
号
）

一
九
九
五
年

「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
…
」

『
行
政
法
研
究
の
途
半
ば
に
し
て
｜
間
田
穆
教
授
を
偲
ぶ
』
室
井
力
ほ
か

一
九
九
六
年

「
随
想：

有
機
農
業
風
の
研
究
ス
タ
イ
ル

｜
山
形
県
個
室
付
浴
場
事
件
異
聞
」

判
例
地
方
自
治
一
四
五
号
）

一
九
九
六
年

「
自
治
立
法
の
可
能
性
」

『
創

自
治
立
法
』

島
根
自
治
体
学
会
編
）
島
根
自
治
体
学
会

一
九
九
六
年

「
普
段
着
の
司
法
現
場
を
歩
い
て
」『

斐
然
十
年

江
草
基
金
の
あ
ゆ
み
』

社
会
科
学
国
際
交
流
江
草
基
金
）
同

一
九
九
七
年

「
今
村
先
生
を
偲
ん
で
」

『
ま
た
、
時
は
流
れ
て
｜
｜
追
想
の
今
村
先
生
』

今
村
先
生
追
悼
文
集
刊
行
会
）

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

一
九
九
七
年

「
地
方
自
治
法
」

『
ア
エ
ラ
増
刊
・
法
律
学
が
わ
か
る
』
朝
日
新
聞
社

一
九
九
六
年

「

座
談
会
）
地
方
自
治
の
現
場
か
ら
世
界
の
地
方
自
治
を
見
る
（
要
約
版
）」

司
会
）

（
地
方
自
治
職
員
研
修
三
〇
巻
三
号
）

一
九
九
七
年

「
い
ま
地
方
自
治
に
注
目
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
巻
三
号
）

一
九
九
七
年

「
地
方
分
権
委
勧
告
と
そ
の
評
価
」

北
海
道
自
治
研
究
三
四
三
号
）

一
九
九
七
年

「
ド
イ
ツ
の
公
務
員
制
度
」

人
事
院
月
報
五
〇
巻
七
号
）

一
九
九
七
年

「
日
本
の
地
方
議
会
は
「
裸
の
王
様
」」

し
ゃ
り
ば
り
（
北
海
道
開
発
問
題
調
査
会
）
一
八
四
号
）

一
九
九
七
年

「
対
談：

手
さ
ぐ
り
の
分
権
報
道
｜
地
方
紙
企
画
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」

『
分
権
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
』

分
権
・
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
会
編
）
ぎ
ょ
う
せ
い

一
九
九
七
年
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「
市
民
か
ら
の
法
｜
（
座
談
会
）
地
方
分
権
の
動
き
を
検
証
す
る
（
一
）

二
）」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
巻
一
二
号
、
四
三
巻
一
号
）

一
九
九
七
〜
一
九
九
八
年

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー：

裁
判
官
に
市
民
的
自
由
は
な
ぜ
必
要
か
」

法
と
民
主
主
義
三
二
七
号
）

一
九
九
八
年

「
国
際
動
向
か
ら
見
た
人
事
制
度
の
課
題
｜
人
〞
財
〝
強
化
に
向
け
て
」

公
務
研
修
一
八
四
号
）

一
九
九
八
年

「
小
規
模
自
治
体
の
分
権
対
応
」

『
地
方
分
権
と
小
規
模
自
治
体
』
北
海
道
町
村
会

一
九
九
八
年

「
四
〇
項
目
項
目
の
辞
典
執
筆
」

『
法
律
学
小
辞
典
（
第
三
版
）』

金
子
宏
ほ
か
編
集
代
表
）
有
斐
閣

一
九
九
九
年

「
兼
子
仁
教
授
と
の
対
談：
地
方
分
権
時
代
に
政
策
法
務
を
ど
う
根
づ
か
せ
て
い
く
か
」

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
二
八
号
）

一
九
九
九
年

「
ド
イ
ツ
司
法
制
度
か
ら
見
た
我
が
国
に
お
け
る
法
曹
一
元
制
度
の
具
体
化
に
つ
い
て
」

『
日
弁
連
第
一
七
回
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

法
曹
一
元
の
実
現
を
目
指
す
司
法
改
革
の
実
践
』

大
阪
弁
護
士
会
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
委
員
会
）

一
九
九
九
年

「
工
作
物
使
用
禁
止
命
令
と
事
前
手
続
（
最
大
判
平
成
四
年
七
月
一
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
）」

『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
四
版
）』
有
斐
閣

一
九
九
九
年

「
自
治
体
に
お
け
る
職
員
の
法
務
感
覚
と
組
織
体
制
づ
く
り
」

地
方
自
治
職
員
研
修
三
二
巻
三
号
）

一
九
九
九
年

「
座
談
会
・
分
権
を
め
ぐ
る
状
況
の
分
析
と
構
造
か
ら
の
改
革
の
提
言
（
上
）

下
）」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
巻
二
号
〜
三
号
）

一
九
九
九
年

「
座
談
会
・
地
方
分
権
と
次
回
改
革
へ
の
橋
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
巻
七
号
〜
九
号
）

一
九
九
九
年

「
座
談
会
・
寺
西
裁
判
官
懲
戒
事
件
を
ど
う
闘
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
」法

と
民
主
主
義
三
三
七
号
）

一
九
九
九
年
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「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー：

法
と
は
、
人
間
ら
し
く
豊
か
に
生
き
る
た
め
の
仕
組
み
の
は
ず
で
す
」

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

法
学
入
門
』
日
本
評
論
社

一
九
九
九
年

「
参
考
人
」
発
言
（
一
九
九
九
年
五
月
一
八
日

参
議
院
法
務
委
員
会
・
司
法
制
度
改
革
審
議
会
設
置
法
）

第
一
四
五
回
国
会
・
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一
号

一
九
九
九
年

「
分
権
時
代
の
自
治
体
職
員
像
」

『
探

広
域
行
政
』

島
根
自
治
体
学
会
編
）
島
根
自
治
体
学
会

一
九
九
九
年

「
地
方
自
治
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
｜
今
、
改
め
て
自
治
体
の
役
割
を
問
う
」

（
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
三
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「

座
談
会
）
裁
判
官
は
何
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
か
」

世
界
六
七
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

「

海
外
司
法
視
察

の
心
構
え
（
司
法
改
革
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
）」

月
刊
司
法
改
革
七
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
分
権
時
代
の
政
策
法
務
能
力
」

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
三
三
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
監
査
委
員
の
職
務
」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
あ
た
ら
し
い
地
方
自
治
・
地
方
分
権
』

小
早
川
光
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

二
〇
〇
〇
年

「
議
会
の
組
織
・
権
限
・
会
議
」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
あ
た
ら
し
い
地
方
自
治
・
地
方
分
権
』

小
早
川
光
郎
ほ
か
編
）
有
斐
閣

二
〇
〇
〇
年

「

座
談
会
・
司
会
）

裁
判
所
司
法
行
政
と
司
法
改
革
」

月
刊
司
法
改
革
九
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
ド
イ
ツ
の
司
法
か
ら
学
ぶ
」『
明
日
の
法
律
家
へ
Ⅴ
』

伊
藤
真
の
司
法
試
験
塾
・
法
学
館
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
〇
年

「
改
め
て
日
本
の
司
法
行
政
を
国
際
的
動
向
か
ら
照
射
す
る
」

月
刊
司
法
改
革
一
〇
号
）

二
〇
〇
〇
年

「

翻
訳
）
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ッ
ツ
ェ
ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
自
治
｜

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
官
独
立
の
プ
ロ
セ
ス
」」

月
刊
司
法
改
革
一
〇
号
）

二
〇
〇
〇
年
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「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
最
高
裁
人
事
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
探
る
｜
元
最
高
裁
判
事
・
園
部
逸
夫
氏
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
」

月
刊
司
法
改
革
一
〇
号
）

二
〇
〇
〇
年

「

座
談
会
）
検
討
会
議
で
は
、
審
議
会
の
「
基
本
的
考
え
方
」
は
守
ら
れ
る
の
か
」

『
法
科
大
学
院
の
基
本
設
計
（
月
刊
司
法
改
革
臨
時
増
刊
シ
リ
ー
ズ
二
一
世
紀
の
司
法
改
革
一
）』

現
代
人
文
社

二
〇
〇
〇
年

「
判
例
と
地
方
自
治
」

判
例
地
方
自
治
二
〇
一
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
翻
訳：

ラ
イ
ナ
ー
・
ピ
ッ
チ
ャ
ス
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
公
務
員
の
養
成
・
研
修
の
現
状
と
こ
れ
か

ら
」」

『
自
治
と
政
策
・
北
大
法
学
部
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
五
）』
山
口
二
郎
編

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

二
〇
〇
〇
年

「

座
談
会
・
司
会
）
法
教
育
の
可
能
性
」

月
刊
司
法
改
革
一
五
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
司
法
改
革
と
法
教
育
｜
特
集
に
あ
た
っ
て
」

月
刊
司
法
改
革
一
五
号
）

二
〇
〇
一
年

「
二
〇
一
○
年
の
裁
判
所
・
裁
判
官
」

月
刊
司
法
改
革
二
四
号
）

二
〇
〇
一
年

「

対
談
）
地
方
分
権
と
自
治
体
の
法
務
」

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
三
六
号
）

二
〇
〇
一
年

「
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
二
〜
二
五
二
条
の
一
六
の
注
釈
」

『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
地
方
自
治
（
第
四
版
）』

室
井
力
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
一
年

「
地
方
分
権

憲
法
学
を
問
う
（
浦
部
法
穂
と
の
対
談
）」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
巻
四
号
）

二
〇
〇
一
年

「
地
方
分
権
」

『
い
ま
、
憲
法
学
を
問
う
』

浦
部
法
穂
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社

二
〇
〇
一
年

「
自
治
体
に
お
け
る
法
務
力
強
化
と
そ
の
戦
略
」

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
（
北
海
道
町
村
会
）
三
八
号
）

二
〇
〇
一
年

「
地
方
自
治
改
革
と
司
法
改
革
｜
私
の
研
究
活
動
か
ら
」
九
州
大
学
研
究
紹
介
編
集
委
員
会
編

『
九
州
大
学
研
究
紹
介
』

九
州
大
学
）

二
〇
〇
一
年
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「
翻
訳：

ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ッ
ツ
ェ
ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
裁
判
官
独
立
の
新
展
開
」」

（
月
刊
司
法
改
革
二
一
号
）

二
〇
〇
一
年

「
座
談
会
・
審
議
会
『
最
終
意
見
書
』
か
ら
見
え
る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
｜
司
法
制
度
改
革
は
こ
れ
か
ら
ど

う
な
る
か
」

月
刊
司
法
改
革
二
四
号
）

二
〇
〇
一
年

政
策
法
務
論
の
新
展
開
（
一
）
〜
（
二
〇
・
完
）」

共
著
）

（
ガ
バ
ナ
ン
ス
一
〜
二
〇
号
）

二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
二
年

「
司
法
制
度
改
革
の
視
点
｜
「
地
方
分
権
」
か
ら
「
司
法
分
権
」
へ
」

ガ
バ
ナ
ン
ス
八
号
）

二
〇
〇
二
年

「
分
権
時
代
の
自
治
体
法
務
と
研
修
の
あ
り
方
」

『
自
治
研
修
協
議
会
に
お
け
る
基
調
講
演
の
概
要
〜
「
分
権
時
代
の
自
治
体
法
務
と
研
修
の
あ
り
方
」

ほ
か
〜
』

自
治
研
修
協
議
会
）
自
治
研
修
協
議
会

二
〇
〇
二
年

「
分
権
時
代
の
自
治
体
法
務
と
研
修
の
あ
り
方
」

自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
五
〇
九
号
）

二
〇
〇
二
年

「
鼎
談：

地
方
自
治
の
行
く
末
を
み
つ
め
て
｜
地
方
制
度
調
査
会
「
西
尾
私
案
」
を
考
え
る
」

（
自
治
と
分
権
一
一
号
）

二
〇
〇
三
年

「〔
閑
話
休
題
〕
輝
く
実
践
を
残
す
手
法
に
も
関
心
を
」

町
村
週
報
二
四
二
九
号
）

二
〇
〇
三
年

「〔
閑
話
休
題
〕
自
治
体
規
模
と
職
員
の
能
力
」

町
村
週
報
二
四
四
〇
号
）

二
〇
〇
三
年

「〔
閑
話
休
題
〕
な
ぜ
、
ス
イ
ス
の
市
町
村
は
小
さ
い
か
」

町
村
週
報
二
四
五
一
号
）

二
〇
〇
三
年

「
国
庫
負
担
金
の
争
訟
方
法
｜
摂
津
訴
訟
」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』
有
斐
閣

二
〇
〇
三
年

「〔
閑
話
休
題
〕
合
併
は
最
善
の
選
択
か
」

町
村
週
報
二
四
六
一
号
）

二
〇
〇
三
年

「
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
辞
典
四
〇
項
目
の
新
規
執
筆
、
修
正
」

『
法
律
学
小
辞
典
（
第
四
版
）』

金
子
宏
ほ
か
編
集
代
表
）
有
斐
閣

二
〇
〇
四
年
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「
町
村
職
員
と
し
て
の
誇
り
あ
る
生
き
方
」

六
花
（
熊
本
県
町
村
会
報
）
一
四
号
）

二
〇
〇
四
年

「〔
閑
話
休
題
〕
自
助
・
自
立
の
た
め
の
前
提
条
件
」

町
村
週
報
二
四
六
五
号
）

二
〇
〇
四
年

「〔
閑
話
休
題
〕
Ｅ
Ｕ
憲
法
制
定
と
日
本
の
町
村
」

町
村
週
報
二
四
八
五
号
）

二
〇
〇
四
年

「〔
閑
話
休
題
〕〕

地
方
」
に
行
く
」

町
村
週
報
二
四
九
六
号
）

二
〇
〇
四
年

「〔
閑
話
休
題
〕
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
の
政
治
能
力
」

町
村
週
報
二
五
〇
八
号
）

二
〇
〇
五
年

「
ゆ
た
か
な
小
規
模
自
治
体
の
創
造
｜
小
さ
く
て
も
輝
く
自
治
体
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

住
民
と
自
治
五
〇
二
号
）

二
〇
〇
五
年

「
地
方
分
権
の
行
方
と
自
治
体
職
員
の
法
務
意
識
」

『
地
域
政
策
研
究
（
臨
時
増
刊
）』
財
団
法
人
地
方
自
治
研
究
機
構

二
〇
〇
五
年

「〔
閑
話
休
題
〕

シ
ュ
ー
カ
ツ

へ
の
気
合
い
」

町
村
週
報
二
五
一
九
号
）

二
〇
〇
五
年

「〔
閑
話
休
題
〕
時
間
ど
ろ
ぼ
う
」

町
村
週
報
二
五
三
〇
号
）

二
〇
〇
五
年

「〔
閑
話
休
題
〕
泳
ぎ
方
」

町
村
週
報
二
五
四
三
号
）

二
〇
〇
五
年

「〔
閑
話
休
題
〕
桜
花
爛
漫
の
下
の
憂
鬱
」

町
村
週
報
二
五
五
四
号
）

二
〇
〇
六
年

「
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
地
方
自
治
と
連
合
自
治
・
広
域
行
政
」

北
海
道
自
治
研
究
四
四
七
号
）

二
〇
〇
六
年

「
工
作
物
使
用
禁
止
命
令
と
事
前
手
続
（
最
大
判
平
成
四
年
七
月
一
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
）」

『
行
政
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』
有
斐
閣

二
〇
〇
六
年

「〔
閑
話
休
題
〕
人
づ
く
り
、
体
制
づ
く
り
、
合
併
後
の
検
証
」

町
村
週
報
二
五
六
五
号
）

二
〇
〇
六
年

「

自
治
を
究
め
る

｜
政
策
法
務
と
い
う
戦
略
」

自
治
体
法
務
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
一
四
号
）

二
〇
〇
六
年

「〔
閑
話
休
題
〕

存

」

町
村
週
報
二
五
八
七
号
）

二
〇
〇
七
年

「〔
閑
話
休
題
〕
民
意
を
反
映
す
る
選
挙
制
度
は

」

町
村
週
報
二
五
九
六
号
）

二
〇
〇
七
年
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「

座
談
会
）
政
策
法
務
の
意
義
と
到
達
点
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
八
号
）

二
〇
〇
七
年

「〔
閑
話
休
題
〕
駅
弁
・
空
弁
・
行
弁
」

町
村
週
報
二
六
〇
七
号
）

二
〇
〇
七
年

「
小
さ
な
ま
ち
の
豊
か
な
自
治
（
講
演
抄
録
）」

宮
城
町
村
会
だ
よ
り
四
二
一
号
）

二
〇
〇
七
年

「
は
し
が
き
（
王
公
義
「
中
国
に
お
け
る
公
務
員
法
教
育
の
実
践
」）」

自
治
研
究
八
三
巻
九
号
）

二
〇
〇
七
年

「〔
閑
話
休
題
〕
回
り
道
の
唄
」

町
村
週
報
二
六
一
七
号
）

二
〇
〇
七
年

「
自
治
体
に
お
け
る
政
策
法
務
の
課
題
と
展
望
」

『
第
一
〇
回
自
治
体
法
務
合
同
研
究
会
大
阪
大
会
報
告
書
』
同
実
行
委
員
会
編

二
〇
〇
七
年

「〔
閑
話
休
題
〕
ニ
セ
コ
町
基
本
条
例
の

呪
縛

」

町
村
週
報
二
六
二
八
号
）

二
〇
〇
八
年

「

書
評
）

福
田
志
乃：

実
践
・
そ
こ
に
し
か
な
い
地
域
経
営
」」

地
方
行
政
二
〇
〇
八
年
三
月
一
三
日
号
）

二
〇
〇
八
年

「〔
閑
話
休
題
〕
四
・
二
・
三
」

町
村
週
報
二
六
三
七
号
）

二
〇
〇
八
年

「〔
閑
話
休
題
〕
沈
黙
の
時
代
」

町
村
週
報
二
六
三
七
号
）

二
〇
〇
八
年

「
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
え
る
自
治
体
の
実
現
に
向
け
て
」

住
民
と
自
治
五
四
四
号
）

二
〇
〇
八
年

「
辞
典
四
〇
項
目
の
新
規
執
筆
、
修
正
」

『
法
律
学
小
辞
典
（
第
四
版
補
訂
版
）』

金
子
宏
ほ
か
編
集
代
表
）
有
斐
閣

二
〇
〇
八
年

「〔
閑
話
休
題
〕
自
治
体
の
幹
部
と
議
員
に
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
を
」

町
村
週
報
二
六
六
三
号
）

二
〇
〇
八
年

「
普
段
着
の
ド
イ
ツ
地
方
議
会
」

地
方
議
会
人
三
九
巻
七
号
）

二
〇
〇
八
年

「
司
法
改
革
と
司
法
制
度
改
革
｜
「
制
度
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
意
味
」

月
報
司
法
書
士
四
四
三
号
）

二
〇
〇
九
年

「〔
閑
話
休
題
〕
小
学
生
あ
こ
が
れ
の
職
業
」

町
村
週
報
二
六
七
三
号
）

二
〇
〇
九
年
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「
格
差
社
会
に
お
け
る
市
町
村
経
営
の
課
題
と
自
治
体
法
務
」

『
自
治
振
興
セ
ミ
ナ
ー

地
方
分
権
と
法
制
執
務

平
成
二
〇
年
度
講
演
録
』

財
団
法
人
地
方
自
治
研
究
機
構
）

二
〇
〇
九
年

「

北
九
州
市
自
治
基
本
条
例
検
討
委
員
会
）
最
終
報
告
に
あ
た
っ
て
」

『
北
九
州
市
自
治
基
本
条
例
検
討
委
員
会
報
告
書
』
北
九
州
市

二
〇
〇
九
年

「〔
閑
話
休
題
〕
大
規
模
市
町
村
合
併
を
理
解
で
き
な
い
国
・
ス
イ
ス
」

町
村
週
報
二
六
九
三
号
）

二
〇
〇
九
年

「〔
閑
話
休
題
〕
平
均
人
口
差
八
〇
倍
の
基
礎
自
治
体
」

町
村
週
報
二
七
〇
三
号
）

二
〇
〇
九
年

「
政
権
交
代
と
自
治
体
法
務
力
」

地
方
自
治
職
員
研
修
四
三
巻
一
号
）

二
〇
一
〇
年

「〔
閑
話
休
題
〕
町
や
村
に

憲
法

が
あ
る
の
は
、
お
か
し
い
か

」

町
村
週
報
二
七
一
三
号
）

二
〇
一
〇
年

「〔
閑
話
休
題
〕

組
織
と
し
て
の
記
憶
」
力
は

」

町
村
週
報
二
七
二
三
号
）

二
〇
一
〇
年

「〔
閑
話
休
題
〕
異
聞

地
方
分
権

一
〇
年
の
現
実
組
織
と
し
て
の
記
憶
」

町
村
週
報
二
七
三
三
号
）

二
〇
一
〇
年

「

住
民
の
縮
図
」
と
地
方
議
会
」

自
治
日
報
三
五
五
八
号
）

二
〇
一
〇
年

「
崔
祐
溶
「
韓
日
住
民
訴
訟
制
度
の
比
較
｜
日
本
の
現
況
、
課
題
そ
し
て
韓
国
へ
の
活
用
方
案
」
へ
の
コ
メ
ン

ト
」

地
方
自
治
法
研
究
（
韓
国
地
方
自
治
法
学
会
）
一
〇
巻
四
号
）

二
〇
一
〇
年

「

住
民
運
動

と

ま
ち
づ
く
り

」

町
村
週
報
二
七
四
六
号
）

二
〇
一
〇
年

「
地
方
議
会
の
改
革
｜
そ
の
課
題
と
方
法
」

山
口
の
自
治
九
四
号
）

二
〇
一
一
年

「
国
際
基
準
の
法
務
教
育
と
日
本
の
自
治
体

法
無

」

自
治
日
報
三
五
七
五
号
）

二
〇
一
一
年

「
分
権
と
自
治
の
行
方
｜
こ
れ
か
ら
の

地
方

を
ど
う
す
る

中
央

を
ど
う
す
る

」

調
査
研
究
情
報
誌
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｒ
（
え
ひ
め
地
域
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
）
二
九
号
）

二
〇
一
一
年
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「
正
義
に
適
っ
た
義
援
金
配
分
を
」

町
村
週
報
二
七
五
七
号
）

二
〇
一
一
年

「
自
治
の
肝
は
制
度
か
人
か
」

町
村
週
報
二
七
六
八
号
）

二
〇
一
一
年

「
二
〇
年
経
っ
て
光
り
輝
く
村
」

町
村
週
報
二
七
八
〇
号
）

二
〇
一
二
年

「
議
事
録
不
存
在
が
意
味
す
る
こ
と
」

町
村
週
報
二
七
九
三
号
）

二
〇
一
二
年

「
放
棄
地
・
空
き
家
を
正
し
く
始
末
し
た
い
が
」

町
村
週
報
二
八
〇
五
号
）

二
〇
一
二
年

「
短
く
な
る

速
く
な
る
」

町
村
週
報
二
八
一
六
号
）

二
〇
一
二
年

「
職
員
が
「
突
破
」
す
る

組
織
が
「
突
破
」
す
る
」

『
突
破
す
る
職
員
に
な
る

〜
職
員
・
組
織
ノ
改
革
実
践
力
』
公
職
研

二
〇
一
二
年

「
工
作
物
使
用
禁
止
命
令
と
事
前
手
続
（
最
大
判
平
成
四
年
七
月
一
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
）」

『
行
政
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕』
有
斐
閣

二
〇
一
二
年

「〔
注
目
の
学
部
・
学
科

法
学
〕
地
方
自
治
法
」

G
u
id
elin

e

（
河
合
塾
）
二
〇
一
二
年
一
一
月
号
）

二
〇
一
二
年

「
針
葉
樹
の
「
死
の
森
」
か
ら
」

町
村
週
報
二
八
三
〇
号
）

二
〇
一
三
年

「
地
方
議
会
と
長
の
紛
争
｜
名
古
屋
市
会
中
期
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
再
議
決
事
件
」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』
有
斐
閣

二
〇
一
三
年

「
県
庁
お
も
て
な
し
課
」

町
村
週
報
二
八
四
三
号
）

二
〇
一
三
年

「
道
州
制

in

済
州
島
」

町
村
週
報
二
八
五
六
号
）

二
〇
一
三
年

「
小
さ
な
村
の
物
語

イ
タ
リ
ア
」

町
村
週
報
二
八
七
〇
号
）

二
〇
一
四
年

「
自
治
体
の
幹
部
と
職
員
に
と
り
、
法
教
育
っ
て
何
だ
」

町
村
週
報
二
八
八
二
号
）

二
〇
一
四
年
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「
杉
村
先
生
の
「
勇
気
」」『

杉
村
敏
正
先
生
の
人
と
学
問
』

杉
村
先
生
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
）
有
斐
閣

二
〇
一
四
年

「
償
い
」

町
村
週
報
二
九
〇
二
号
）

二
〇
一
五
年

「
多
忙
す
ぎ
る
首
長
た
ち
」

町
村
週
報
二
九
二
五
号
）

二
〇
一
五
年

「
ま
ち
づ
く
り
に
も
っ
と

気
づ
き

を
」

北
海
道
ニ
セ
コ
町
広
報
誌
『
広
報
ニ
セ
コ
』

二
〇
一
五
年

映
像

『

ビ
デ
オ
）
地
域
主
権
の
確
立

Y
es W

e C
a
n

』

日
本
青
年
会
議
所
）

原
作
『
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
』
日
本
評
論
社
）

一
九
九
七
年

『
記
録
映
画
｜
日
独
裁
判
官
物
語
』
記
録
映
画
「
日
独
裁
判
官
物
語
」
製
作
・
普
及
一
〇
〇
人
委
員
会
〔
製
作
〕

の
監
修
（
原
作
『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
』）

一
九
九
九
年

本
記
録
映
画
は
、
第
一
七
回
日
本
映
画
復
興
奨
励
賞
（
一
九
九
九
年
）、
一
九
九
九
年
度
キ
ネ
マ
旬
報
ベ

ス
ト
・
テ
ン
（
文
化
映
画
）
第
三
位
（
一
九
九
九
年
）、
一
九
九
九
年
度
ノ
ン
・
シ
ア
ト
リ
カ

非
劇
場
）部

門
（
日
本
映
画
ペ
ン
ク
ラ
ブ
）
第
一
位
（
二
〇
〇
〇
年
）、
平
成
一
一
年
度
文
化
庁
優
秀
映
画
賞
（
短
編

映
画
部
門
）

文
化
庁
）

一
九
九
九
年
）
を
受
賞
・
獲
得

＊
新
聞
・
雑
誌
記
事
及
び
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
番
組
出
演
等
に
つ
い
て
は
、
三
点
を
除
き
全
て
省
略
し
た
。
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